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公
立
保
育
所
民
営
化
計
画
検
討
委
員
会
の

委
員
を
募
集
し
ま
す

問 

子
育
て
支
援
課　
保
育
所
係　
☎（
２
３
２
）２
２
０
２

保
育
所
民
営
化
計
画
の
見
直
し

　
国
・
県
か
ら
の
財
政
支
援
を
最
大
限
に

生
か
し
、
町
の
子
ど
も
た
ち
の
保
育
環
境

を
よ
り
充
実
さ
せ
る
た
め
、
平
成
21
年
に

策
定
し
た
計
画
を
見
直
し
て
新
た
な
計
画

を
策
定
し
ま
す
。

■
任
期　
９
月（
第
１
回
会
議
開
催
日
）～

平
成
29
年
３
月
31
日

■
募
集
人
数　
２
人

■
応
募
資
格

　
次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
人

◦
本
町
に
引
き
続
き
２
年
以
上
住
所
が
あ

り
、
か
つ
応
募
時
の
年
齢
が
満
20
歳
以

上
の
人

◦
町
の
他
の
附
属
機
関
な
ど
の
委
員
に
二

つ
以
上
選
任
さ
れ
て
い
な
い
人

◦
本
町
の
議
会
議
員
ま
た
は
職
員
で
な
い
人

◦
子
育
て
ま
た
は
子
育
て
支
援
に
つ
い
て

経
験
や
関
心
が
あ
る
人

■
報
酬
な
ど

報
酬　
　
　
３
，
７
０
０
円
／
日

費
用
弁
償　
２
，
２
０
０
円
／
日

■
申
込
方
法

　
子
育
て
支
援
課
ま
た
は
西
部
支
所
に
あ

る
応
募
用
紙
と
小
論
文（「
民
営
化
後
の
保

育
所
に
期
待
す
る
こ
と
」
を
テ
ー
マ
に
し

た
も
の
、
８
０
０
字
程
度
）を
持
参
、
郵

送
、
電
子
メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
い
ず
れ
か

で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

※
応
募
用
紙
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

■
申
込
先

❶
持
参
・
郵
送　

〒
８
６
９

－

１
１
９
２（
住
所
不
要
）

菊
陽
町
役
場　
子
育
て
支
援
課　

保
育
所
係

❷
電
子
メ
ー
ル

kosodateshien@
tow

n.kikuyo.lg.jp

❸
Ｆ
Ａ
Ｘ　
（
２
３
２
）４
９
２
３

■
申
込
期
限

８
月
26
日
㈮　
午
後
５
時

（
郵
送
の
場
合
、
当
日
消
印
有
効
）

■
選
考　
応
募
書
類
を
も
と
に
選
考
し
ま

す
。
結
果
は
、
９
月
上
旬
に
応
募
者
に

通
知
予
定
で
す
。

町
は
「
公
立
保
育
所
民
営
化
計
画
」
の
策
定（
見
直
し
）に
当
た
り
、

幅
広
く
町
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
聴
く
た
め
、
公
募
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

   

　現在、児童扶養手当を受給している人へ８月上旬に書
類を送ります。引き続き受給できるかを審査しますので、
８月末までに現況届を提出してください。
■提出期限　８月31日㈬
■提出場所　菊陽町役場子育て支援課
　　　　　　西部支所（８月22日㈪～26日㈮）

児童扶養手当額が変わりました

■問い合わせ
　子育て支援課　子育て支援係　☎（232）2202

８月は児童扶養手当の現況届の提出月
   

事業所を訪問します
　８月下旬から調査員が事業所を訪問します。インター
ネットで回答するか調査票に記入し回答してください。
情報は統計以外の目的で使われることはなく、調査員に
は守秘義務が課せられていますので、安心して回答して
ください。

かたり調査に注意
　調査員は調査員証と腕章を携帯しており、調査に関係
のない質問はしません。調査員になりすまし、個人情報
を搾取する「かたり調査」には十分ご注意ください。
※本町は熊本地震の影響で調査時期を約３カ月遅らせて

いますが、ご協力をお願いします。
■問い合わせ
　総合政策課　企画政策係
　☎（232）2112

全ての事業所が対象
経済センサス－活動調査

平成28年６月１日を基準日とする「平成28年
経済センサス－活動調査」を実施します。

平成27年度 平成28年４月～
８月支給分～

平成28年８月～
12月支給分～

１人目額
全部支給 42,000円 42,330円

同左一部支給 41,990円～
　　9,910円

42,320円～
　　9,990円

２人目加算額
全部支給

5,000円 5,000円
10,000円

一部支給 9,990円～
　5,000円

３人目加算額
全部支給

3,000円 3,000円
6,000円

一部支給 5,990円～
　3,000円

高齢者向け
年金生活者等支援臨時福祉給付金

臨
時
福
祉
給
付
金
、

障
害
・
遺
族
年
金
受
給
者
向
け
給
付
金

年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）の給付申請を８月19日㈮
まで受け付けています。支給対象者になる可能性があり、申請が済んでい
ない人には文書をお送りしています。早めの申請をお願いします。

問 

福
祉
課　
地
域
福
祉
係　
☎（
２
３
２
）４
９
１
３

臨
時
福
祉
給
付
金

■
対
象
者　
次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
人

❶
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
で
町
内
に
住

民
票
が
あ
る
人

❷
平
成
28
年
度
の
町
民
税
が
課
税
さ
れ
て

い
な
い
人

※
❶
❷
の
人
で
も
町
民
税
が
課
税
さ
れ
て

い
る
人
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
人
や
生
活

保
護
を
受
給
し
て
い
る
人
、
平
成
28
年

１
月
１
日
か
ら
給
付
金
交
付
決
定
ま
で

に
死
亡
し
た
人
は
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
。

■
支
給
額　
対
象
者
一
人
に
つ
き
３
千
円

障
害
・
遺
族
年
金
受
給
者
向
け
給
付
金

■
対
象
者　
次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
人

❶
平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給

対
象
者

❷
障
害
基
礎
年
金
ま
た
は
遺
族
基
礎
年
金

を
受
給
し
て
い
る
人

❸
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金

（
高
齢
者
向
け
）を
受
給
し
て
い
な
い
人

■
支
給
額　
対
象
者
一
人
に
つ
き
３
万
円

※
共
済
組
合
な
ど
か
ら
年
金
を
受
け
て
い

る
人
は
申
請
時
に
年
金
額
改
定
通
知
書

を
、
私
学
共
済
か
ら
年
金
を
受
け
て
い

る
人
は
障
害
年
金
障
害
等
級
証
明
書
の

写
し
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

共
通
事
項

■
申
請
期
間　
９
月
１
日
㈭
～
平
成
29
年

２
月
１
日
㈬
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
15
分（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

■
申
請
書
発
送
予
定
時
期

　
８
月
下
旬

■
申
請
方
法

　
❶
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
郵
送

　
❷
直
接
持
参

　
◦
菊
陽
町
役
場
福
祉
課
地
域
福
祉
係

　
◦
西
部
支
所（
11
月
30
日
㈬
ま
で
）

■
必
要
書
類　
申
請
書
、
本
人
確
認
書
類

（
免
許
証
・
保
険
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
な

ど
の
写
し
）、
振
込
先
口
座
の
写
し

※
代
理
申
請
の
人
は
追
加
の
添
付
書
類
が

あ
り
ま
す
。

臨
時
福
祉
給
付
金
と
障
害
・
遺
族
年
金
受
給
者
向
け
給
付
金
は
、
消
費
税
率
引
き
上
げ

に
伴
い
、
所
得
の
少
な
い
人
や
賃
金
引
上
げ
の
恩
恵
が
及
び
に
く
い
所
得
の
少
な
い
年

金
受
給
者
を
支
援
す
る
給
付
金
で
す
。
対
象
と
思
わ
れ
る
人
に
は
申
請
書
を
送
り
ま
す
。

■申請期限　８月19日㈮　当日消印有効
■受付時間　午前８時30分～午後５時15分（土・日・

祝日を除く）
■支給額　対象者一人につき３万円（１回のみ）
■対象者　次の全てに当てはまる人
◦平成27年１月１日現在で町内に住民票がある人
◦平成27年度の町民税が課税されていない人
◦平成29年３月31日までに65歳以上になる人（昭和27

年４月１日以前に生まれた人）
※町民税が課税されている人に扶養されている人や生活

保護を受給している人、平成27年１月１日から給付
金決定までに死亡した人は対象になりません。

■申請方法
❶同封の返信用封筒で郵送
❷直接持参（菊陽町役場福祉課地域福祉係）
■必要書類　申請書、本人確認書類（免許証・保険証・

パスポートなど）、振込先口座の写し（平成27年度臨
時福祉給付金を受給した人で同じ口座への振り込みを
希望する場合は不要）

※代理申請の場合、追加の添付書類があります。書類が
漏れている場合は支給できません。

■問い合わせ
　福祉課　地域福祉係
　☎（232）4913

確認
じゃ
！

2016.8　広報 広報 　2016.8




